
「

VOL502001－4 世界の児童と母1生

［特集］21阯紀　子ども家庭福祉の展望



世界の児童と母性
第50号／2001年4月

CONTENTS

特集◆21世紀　子ども家庭福祉の展望一

ひとこと　　　柏女霊峰……・・…・・・・・・………・…・…・…・…・・…・・………・・……一・　　…・・1

日本の子ども家庭福祉一21世紀に向けての課題と展望　　　柏女霊峰……・……………　　　2

〈21世紀の子どもをめぐって〉

学校の中の子どもたち　　　池田　寛…・…・…・……………・・…・…・……・………・…・　　・6

子どもにとって演劇とは、芸術とは　　　伊藤巴子……・…………・…一…・………・…－10

現代親子と子育て支援一一岩堂美智子………………・……………・・…・………・…　　…14

地域の中の子どもたち　　　EKgB栄…………・・…………………・………………・・　・…18

〈子ども家庭福祉の新しい展開〉

地域における新しい展開一一L］縣文治………・…………・・……・……………・…・…　　　22

社会的養護の新展開　　　渡辺利子……………・tt・……・……・…………………・…・　　　・26

児童福祉施設運営の新しい展開・児童の権利擁讃確立の鍵　　　安齋芳高…・…・…・　…　・30

求められる包括的な実践パラダイム．これからの児童ソーシャルワークの課題と展望

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　谷ロ泰史…・……・・　　…34

＜21世紀の児童福祉施設＞

21世紀の児童相談所一　　萩原総一郎／明石隆行／藤井泰雄／幡谷久美子／稲川亮子…38

乳児院　　　帆足英一・………………・………・…・……・………・……・・・……・・…………　　・40

児童養護施設の近未来像1序説　　　福島一雄……・…………・・…………・……・…　　　’・42

いま、情短施設に求められるもの・総合環境療法施設としての課題と展望　　松田章義・一・44

何を変え、何を継いでいくのか．児童自立支IX施設の子どもの権利擁護への起点

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　押領司龍夫…・・………　　…46

母子生活支援施設　　　坂江靖弘…・……・・……………………………・……………・・…・…48

里親　　　網野武博……・…・………・……・…………・・……・・…………・・………・………・…　50

＜21世紀の児童福祉施設への期待＞

2t世紀の児童福祉施設に期待すること　　　鮎京眞知子・……………・……………　　　52

マスコミの立場から　　　大久保真紀…・……・…・……・・…………………・…………　　・・55

〈21世紀の子ども家庭福祉の展望〉

子ども家庭福祉が社会を変える　　　柏女霊峰………………・……・・…………tt・t………　58

子育ては地域の視点で．　　片岡玲子…・…………・・…………・…・………・…・……・・　・…59

これからの児童福祉　　　庄司順一一……・・……………・…一・……・…一・…・・…一・・－60

21世紀子ども家庭福祉の課題・いじめと虐待への対応に向けて　　　野澤正子………・・……61

子どもと家族の世紀へ　　　松原康雄…・・………・・…・……・………・……………・・・・・　…62

子どもの声が聞こえますか　　　安川　実……………・・…・・…・…・…・……………・・……・63

子どもたちと日々接している方々への私の推薦書 片岡玲子…ttt・…………　　……64

編集後記 片岡玲子・・　…・・
・…　tt…　65



中
．　

］

1『⊃

ひとこと

『』』

「

i・’‘

口

第50号の発刊に当たって

　1’世界の児童と母性』誌は、今号で第50号を迎えた。1975年11月の創

刊から「国際的視点に立って、児童福祉ならびに母性に関する先駆的、

開拓的かつ今日的な情報を幅広く収集、提供し、わが国の児璽と女性の

福祉の向上に寄与する。」との願いのもとに年2号ずつ発刊され、本財

団の熱意とそのときどきの編集委員の願いを引き継いで21世紀に至っ

た。本誌創刊からの四半世紀でわが国の子ども家庭福祉、社会的養護は、

はたしてどれだけ進展したのであろうか。

　しかし、感傷に耽っていることは許されない。『世界の児童と母性』

誌の歩みの背後に、多くの読者層の地道な日々の実践が流れていること

を思うとき、50号は一つの通過点であるとともに、新たな一歩を踏み出

す道標としての役割を果たしていかねばならない。

　こうした決意のもとに、21世紀最初の、しかも記念すべき第50号にお

いては、「21世紀・子ども家庭福祉の展望」を特集テーマとした。わが

国における「子どもをめぐる環境」を踏まえ、「子ども家庭福祉の新し

い展開」について論及し、さらに、社会的養護を担う各種機関・施設・

里親の今後の展望について、各界の中心的実務家・論者にご提言をいた

だいた。子ども家庭福祉に大きな期待を寄せる方々からの提言も掲載し

ている。

　また、今回は、各編集委員も、これからの子ども家庭福祉に寄せる思

いを綴らぜていただいた。本誌が、今後、本格的に論議されるであろう

21世紀の子ども家庭福祉のあり方検討に、些かでも寄与できることを願

っている。

　なお、野澤正子氏、庄司順一氏そして柏女の3名は、今号の発行をも

って編集委員の役を終えることとなる。4年の間、それぞれが本誌の編

集作業を通じ多くの示唆を得、かつ、多くの人々と出会えたことに感謝

している。新しい編集委員を迎えた新スタッフのもと、本誌が、今後ま

すます充実したものとなっていくことを祈っている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編集委員長・柏女霊峰



日本の子ども家庭福祉
一 21世紀に向けての課題と展望

特 集．

21世紀

子ども家庭福祉の展望

　　　　　　　　　　　　　　　　かしわめれいほう
罐蟻㌫識耀庭酬担当，長柏女霊峰

　1．子ども家庭福祉はなぜ変わらないか

　社会福祉基礎構造改革が進むなか、］t’ども家庭福

祉サービス（特に杜会的養護サービス）は善かれ悪

しかれ1糀後創設されたシステムが継続し、大きな変

化を遂げていない。その理山を思いつくままに列挙

すると、以下のようになる。

　①民川先行の長い歴史がある

　特に、社会的養護システムにおいて、制度が整わ

ない古い11寺期から民間を中心として発展してきた経

緯が制度変更を阻害している。

　②応援団がいない

　特に、要保護児童福祉サービスは子どもが利用者

であり、かつ、親のワーカビリティも高くない。し

たがって、サー一ビス改善を望む声が挙がりにくい。

　③閉ざされている

　②とも関連して施設に親などの外部の人々のかか

わりが少なく、また、都道府県の事務であるため地

域に立脚した施設とならず、外部との接触が限定さ

れている［t

④競争・相手がいない

　サービスが市場原理になじみにくく、また、新規

に参入する者も少なく、サービス供給者が中心のシ

ステムが続いている。

　⑤待遇面で恵まれていない

　高齢者等の福祉サービスより物的・人的環境面で

遅れがあり、このことが子ども家庭福祉別1『職のlli」

　2

ヒ意欲や就業継続を阻害している，．

　⑥児童相談所がある

　各般の裕祉問題に対応する専llll行政機関としての

児童相談所が人的・最的に不備ながらも全国に配備

されてきたことが、他の機関やサービスの展開を阻

害している。

　⑦専門性が1り踊i化されにくい

　子ども家庭福祉に必要とされる専門性の中身が明

確化、体系化されにくい。また、個人の家庭観もさ

まざまであり体系化を阻害している。

　⑧ニーズが多様であり、　つひとつのサービスの

　　利用者が少ない

　0歳から18歳までを対象とし、かつ、保育から障

害、養護（虐待）、情緒障害、非行まで問題が幅広

く、個々のサービスが多様で利用者も少ないため、

全休として拡充していくことが困難である。

　⑨職権保護の優先度がr、’liい

　児竜の身体的・心理的・社会的特性から他分野に

比して職権保護の優先度が高く、そのことが利用

化、契約化への足取りを慎重にさせている。

　⑩研究者が少ない

　少子化により子ども家庭福制：の；，と的拡充が制限さ

れるなか、研究者も研究費が潤沢な高齢者福祉3事に

流れる傾向にある、、また、歴史r1勺に処遇研究が重視

されてきたため政策研究が遅れており、このことも

発展を阻害する要因となっている。



　2．岐路に立つ子ども家庭福祉

　（1）改革の潮流

　改・’Fの兆しは、社会の有り様とそれに対’応する改

革の全体潮流から押し寄せてきている、．すなわち、

社会の仕組みそのものが大きく変わろうとしている

のである。その背景には、21tit：紀を迎え、私たちの

募らしと意識が大きく変わってきたにもかかわら

ず、さまざまな社会の仕組みの根幹がほとんど変わ

っていないため、仕組みそのものが機能しなくなり

つつあることが挙げられる。∫・ども家庭福祉の分野

も例外ではない，、

　この間の社会環境の変化は著しい少子化傾向をも

たらし、また、家庭における子育て不安や了・ども虐

待も、増加・顕在化が著しいtt少r・化や’r一ども虐待

の増加の背景として、．r・育ての孤立化やr育てと親

の仕事・自己実現とのr呵立困難などの問題が指摘さ

れている。

　さらに、いわゆるキレるr一どもの存在や生きた体

験の不足、少年非行の顕在化など、J！どもの育ちを

めぐる問題も指摘されている、、私たちの暮らしと意

識の変化に子育て・］㌧育ち・親育ちの仕組みそのも

のが追いついていないことが、こうした事態を招い

てしまっている大きな要因と考えられる、、

　このような変化に対’応するため、現在、社会福祉、

子ども家庭福祉分野においても次のような改・‘Fが進

められているt）

　①行政改革をはじめとする構造改革

　地方分権と規制緩利1を両輪とする行政改革をはじ

めとする社会システムの構造改～11：が進められてい

る、，中央省庁の再編が実施され、規制改・’｝；推進委貝

会においても、次なる規制緩和が提Llされている。

教育改革、社会保障改革も検II］』されている．、

　②社会福祉基礎構造改革

　社会福祉分野においても、戦後の社会福祉サーピ

lll／YIの児巾と肚刊

スを、利用者を1三体として1［｝構築する社会福祉基礎

構造改・‘1～：が進められている。高齢者や障害者福手ll：分

野では利用者と提供者との直接契約システムが灘人

され、それにともない、∫・ども家庭福祉サービス分

野においても、利川者の権利擁護を図るため、苦情

解決やサービスの質の評価システムが導人される。

　③新エンゼルプラン

　ー・方、’」’・ども家庭福祉分野においては、いわゆる新

エンゼルプランも策定され、了・育てに対する社会的

支援のための各種サービスの拡充が目指されている。

　④児6∫虐待の防止等に1刻する法律

　さらに、児童虐待の防1ヒ等に関する法律も施行さ

れ、児瓶福祉施設の職n｝こ子ども虐待のhL期発見の

努力義務が新たに規定され、また、公権介人の強化

が図られた。社会的養元隻サービスは、了・どもの生活

と育ちを総合的に支援する機能と、虐待などによる

r・どもの心のケア、すなわち治療的ケアの両方の社

会的要硝のなかで、今後の対応を迫られているu

　（2）岐路を切り開くために

　その他、少年法等の・部改正も実施された、、男女

共同参1酊杜会基本i］：が施行され、いわゆるドメステ

Tック・バイオレンスのための法制化も検討されよ

うとしている，」t“ども家庭福祉は、今まさに大きな

岐路に立ちつつあるといってよい。岐路を切り開く

キーワードは、「」㌧育て家庭支援」と「∫・どもの権

利保障」である。

　前述した近年のr・ども家庭福祉の潮流をやや図式

的に整理すると、子育てを私的な出米事ととらえ支

援や介入を控える考え方から、f・育てを礼会的な出

来事ととらえ必要な杜会的支援と介人を行う方向へ

の転換をみてとることができる。了・育てのiUt　kth－　V．／，

を強調してきた結果が少f’化や丁一ども虐待、了・ども

の育ちの社会問題化をもたらした反省から、子育て

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3



の社会的意義を強調し、必要な支援や介人を進める

方向に大きくシフトしている。平たい言葉でいえ

ば、「子育てに対して金も出さない代わりに1］も出

せない」仕組みから、「子育てに対して金も出す代

わりにi－1も出す」仕紐みに変わりつつあるのが現状

ではないかと思われる。「子育てに対して金を出す」

新エンゼルプランと、「子育てに対’して口を出す」

児童虐待の防止等に1’”1する法律が、世紀末にほぼ同

時に成立したことがそのことを象徴している。子ど

も家庭福祉は、まさに転換期を迎えようとしている

のである。いや、迎えねばならない◇

　3．子ども家庭福祉改革の方向性

　　　　一次なる児童福祉法改正をめざして

　平成15年度から、子ども家庭福祉の分野におい

て、障害児の在宅福祉サービス利用システムがいわ

ゆる支援費支給制度に変わる。子ども家庭福祉サー

ビス全体からみればほんの一部の改正であるが、パ

ターナリズムを基本に構築されてきた児童福祉法体

系に「利用者と提供者との直接契約」というパート

ナーシップ理念が取り入れられる意義は大きい。事

実、この改正により、児童福祉法は約3分の1近く

改IEされることになる。

　・方で、パターナリズムをさらに強化する必要の

ある分野として、子ども虐待の問題がある。この分

野においては、親権法制の改正を含む司法との連携

強化が求められる。バターナリズムを基本としつ

つ、パートナーシップの方向に、いかにシフトして

いくかが問われているのである。

　こうしたことを勘案し、次なる児童福祉法改．tlr，を

視野に、その主要事項を以下に提示しておきたい。

　（1）法律の目的及び理念に関する事項

　まず、法律の目的に、子どもの生存、発達及び自立

に関する固有の権利を積極的に保障する主旨の条項

を付加することが求められる。子どもの意見表明の

4

確保とその尊重規定を付加することも必要である。

　第二に、「子どもの最善の利益」を成人が判断する

ために考慮すべき事項を列挙する。これについては、

英国1989年児童法の規定がモデルとなる。「子どもの

妓善の利益」が成人の恣意的判断によって決定され

ることを防ILすることを意図してのことである。

　第三に、子育て家庭の育児に対する社会的支援を

法律の理念、目的として規定し、国民に子育て家庭

支援に関する責任を課し、育児に関する親と社会と

の協力関係を確認する。

　これらの規定により、前述した「r・育て家庭支援」

と「「Fどもの権利保障」を児童福祉法（「児童家庭

福祉法」とするなど、名称変更も別途検討する必要

がある。）の基本理念とて、しっかり根づかせてい

くことが必要である。

　（2）子ども家庭福祉サービス供給体制に関する事項

　①サービス利川のあり方に関する事項

　ti：’ども家庭福祉サービス利川方式を、支援費支給

方式（または保育の実施方式）、職権保護方式（ま

たは行政による勧奨方式）、司法決定方式の3類型

に整理する。直接契約を行政が支援するシステムな

いしは行政との契約方式を原則とし、サービス利川

を申箭しない場合や親がいない場・合などの行政の職

権保護ないしは勧奨責任を明確化し、さらに、職権

保護や勧奨に従わない場合には司法決定方式で対応

することとする。このようにすることで、子どもや

親がサービスを選択でき、また、施設サービスの社

会化が進むのであれば、子どもの権利擁護や利用者

主権という視点からみてもメリットの方が大きいの

ではないかと考えられる。

　なお、この場合は、親権の一時停止制度や親権者

に対するカウンセリング受講命令制度の創設など司

法決定方式の強化、整備があわせて必要とされる。

②サービス供給体制の分権化に関する事項

　まず、障害児竜福祉行政に関して市町村を実施．t三



体とし、都道府県が．専門r1勺支援を行う体制を確14ミす

る，．tまた、ひとり親家庭福祉行政についても全而．移

譲を検討する．、さらに、都道府県の障害児1周係屯門

業務を児童〕1L淡所から切e，離して障害者1更ノ1部「1談所

に吸収し、児者．・元化を図る。なお、その際、障害

児やひとり親家庭児竜、要保護．女1生についても要保

護性ないしは介人を必要とする場合があることを考’

慮し、市町村と児r‘糾1．1談所との橋渡しのためのシス

テムづくりは必須である。これにともない、児竜相

談所をたとえば児童家庭権利擁護センターとし、∫・

どもと女性の権利擁護センターとして機能させるべ

く再編成する。

　また、市11r∫村に．r・ども家庭福祉サービスの行政拠

点を整備するため、都道府県家庭児苗：イ†1談室を廃1ヒ

し、巾町村に家庭児舵相談室を整備する。あわせて、

地域r育て支援センターに、その業務の’部を委託

できることとする、、

　社会的養護に関する実施体制については、これら

の体制整備を図ったうえで施行状況を確認し、改め

て分権化を検討する、，

　　（3）児童福祉施設の再編成及びその運営、里親

　　　　等に関する事項

　まず養育系児童福祉施設をr・どもの養育・養護を

行う「児意育成ホーム」と．r・どもの小活治療を行う

「生活治療ホーム」とに再編成し、それぞれ「小規

模」型も整備する．、これにともない、現行の乳児院、

児童・養護施i没、情緒障琉：児短101治療施設、児竜自立

支援施設を再編成する。また、母子生活支援施設と

婦人保護．施設の再編1茂、障害児関係施設の内二編成も

あわせて検討する。さらに、自立援助ホームを大幅

に拡充する。

　里親については名称を養育家庭とし、独立した条

文を附くとともに最低基準を整備し、さらに、職業

としても成立することができるように体制を整備す

る。親族による．養育家庭制度や専1．dEJ’ltl・．を有する養育

iH／veの児巾と母刊i

家庭などいくつかの類型も整備したい。養了・縁組制

度の改革も必要である。

　　（4）その他

　その他、紙幅の関係で省略するが、子ども虐待対

応システムの整備や子ども家庭福祉に関する地域福

祉計画の位置付’け、保育・子ども育成サービスに関

する改正なども必要である、，

　おわりに

　わが国における社会保障給付は高齢者’に：著しく偏

り、また、年金・医療に偏っている。これを是正し、

了・ども・子育てへの給付、福祉・対人援助サービス

への給付を増やさなければならない。

　エレン・ケイは、20世紀は児童の世紀と‘語った

が、わが国においては、21世紀こそが真の児童の［ll：

紀となるようにしなければならない．、給付がW効活

川されるためのシステムを準備しておくことが、わ

れわれ子ども家庭福祉に携わる者たちのlltf，T：であろ

う。風が吹いてから凧を作っても、問に含わないの

である。

参考文1歌

L］：‘h’1女・lllEl予　「LU　fiてll，，｝｛」tソ川丘λ〉来」　ミ　ネ1レヴアilFJ／j　　IgCJ｛〕

‘別1’ば霊姉・II体；（実「新時代の保育サ・一ビス」フレーペル館21Xl［］

‘：3．‘～」’r女’nl遁予「児苗」lll」11：改1’f’：と’）［vsf．］こ1同」　ミ「～・ル．・ソ．．．’2tVIY｝　1997

‘．11柏女霊蜂一網野武1」P；・林茂男・111本真’」［「IUI’111福tll．法の改li｛をめぐ一‘て

　．次なる改‘｝．：に1「r引トての1武案．．」II4C∫・ども家庭総ζ㌃側究所．　1997

‘川ゴ1女’江峰　「現代児巾．ト1‘けrl．．論　［第4v（1］誠tt：r｝：’，｝　L“（K［1

：“一「ノード：子と’もの最善の利益の判断基準

　爽国1989年児童法第1条は、裁判所が「子の福祉」を判断

する際に考慮すべき具体的事項として、（D子どもの確か

め得る意見と1．　・1肖、（2）子どもの身体的、心理的、教育的

及び社会的ニーズ、〔3）子どもに対してとられた措倣の結

果、子どもの状況の変化が子ど．もに及ぼす彫留．（4）子ど

もの年齢、性別、背景その他の特徴、子どもの受けた．ある

いは受けつつある害、（5）子どbに対してとられた捲週の

結果、子どもを監護することとなる者が．子どものニーズを

満たすことのできる可能性、を挙げている。子どもに対する

福祉サービス決定の際に、考慮すべき視点を提示するものと

して参考になる。
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学校の中の子どもたち

：特

21世紀

子ども家庭福祉の展望

　　　　　　　　　　　いけ　だ　　　　ひろし

大阪蝉燗榊部搬池田寛

　1．学校の中で起こっていること

　実際に学校に足を踏み人れ、授業や∫・どもたちの

様イ・をみるようになって、私は自分が経験していた

学校生活とは異質な学校生活が繰り広げられている

ことを知った。

　中学校のあるクラスに人っていくと、ホームルー

ムの時間で、遠足の行き先を生徒たちが話し合って

いるところであった，議長の生徒が遠足の行き先を

聞いていたe「自分が行きたいと思うところを言っ

てください」という問いかけが議長から行われた，、

しかし誰も手をあげようとしない。前年まで教師が

遠足の行き先を決めていたが、ル徒の白・il性を尊重

しようということになり、行き先を祉徒自身に決め

させようということになったのである◇誰も発言し

ようとしないので、議長は何人かを指名し、行きた

いところを言わせることにした。指名された数人の

生徒から発言があったが、どの発言にも「そんなと

こもう行ったわ」とか「おもろない」とか「しんど

いわ」という声が浴びせられた。それでも議長はね

ばり強く発言を引き出し、いくつかの候補地が出た

のをみはからって、最後に多数決で採決という千段

をとった。まさに、生徒たちが「自主的」に決めた

行き先である。

　ある小学校から運動会の案内があり、朝からそれ

を見に出かけていった。’F前中は学校主催のプログ

ラムで、徒競走や組み体操などどこでも見かける風

景が繰り広げられた。昼食をはさんで、午後は地域

　6

1ミ催の迎動会になった，綱引きや親子のリレーなど

のいくつかのプログラムが進行し、玉入れの番にな

った。小学一’年生から六年生までのタテの年蛉集団

がいくつかつくられ、それぞれ運動場の中央に隙月叉

った。そのうちの二組がまずX人れを行うことにな

り、始めの合図のピストルが鳴った。子どもたちは勢

いよくかごに三Eを入れていた。そこまではよかった。

　数分後、試合終了を知らせるピストルが一一・発鳴っ

た．，しかし、子どもたちは・向に・1三投げをやめよう

としない。あわてた役貝がピストルをもう二発鳴ら

した。それでも子・どもたちの・E投げは続いた。その

状態が・分近く続いただろうか、さすがに目に余っ

たのか何人かの大人たちが体を張って子どもたちを

制する行動に出た，、やっと．E投げはおさまった，，私

の隣でその光景を見ていた男性の言葉が今も耳の底

に残っている。「今の子どもは大変やなあ。」

　ある中学校の授業でのできごと。その授業に生徒

たちが集中していないのは、机に顔をうつぶせてい

る子が『二、．三人いること、勝手に話をしている子が

少なくないことなどから察しがついた、授業の終わ

りに近づいたころ、教師が「今1．1の授業の内容につ

いて質問があるもの」と質問を促した，何人かの手

がLがり、一・人目、　1人日と質問が続き、三人日に

・人の女のr一が質問をした。その質問は一人目の質

問と同じものだった。さすがに教師は、「それにつ

いてはいま答えただろう」と切り返したが、生徒か

ら返ってきたのは、「私、そのとき聞いてへんかっ



たもん」という言葉だった。

　2．子どもの本質が変わってしまったのか

　「どこか違うそ」という了・どもの行動や反応を、1｝：

き上げていけばきりがない。何かが変わってしまっ

ていると私は感じるのだが、四〇代、五〇代の大人

なら私とlrrlじような印象を持つのではないかと思

b，、中学校の教師である河卜亮・氏は、「ひ弱でわが

ままな‘’新しいf’ども”の登場」という表現で、いまの

∫’どもにみられる特徴を次のように安約している。

①ひ弱さ

　　ノト活の型をほとんど身につけていない、、

　　つらいこと、嫌なことに直而すると精柳的、肉

　　体的にすぐまいってしまう。

　・非常に傷つきやすくなり、他人とうまく関係を

　　結べない。

　・全体として元気がなく、無気力で、だらしがな

　　い、tt

②頑固とわがまま

　・傷つけられたとき、相手が弱いとみると、はげ

　　しく攻撃し、暴力に限界がなくなった（キレる〉。

　・欲望をあくまで通そうとする。

　・感情θ）起伏がはげしく、不安定。

　河L氏の描写は、いじめや暴力行為を強調した表

現になっているが、私が小・中学校で見た∫一どもの

姿とほぼ眠なると言ってよい．そして、それを「新

しい子ども」の出現と言いたくなる気持ちはわから

ないではない．しかし、その表現には、子どもの本

質は変わってしまったというニュアンスがあり、そ

のことに私は抵抗を感じる。今のJ’・どもは、われわ

れが知っていた「了・ども」ではなくなっており、こ

れまでとはちがう対応が必要なのだ、ということを

「新しいJf・ども」という1－『葉は要請している、‘

　「新人類」からはじまり「異界に住むr・ども」「異

星人」というふうに、r・どもの理解不可能性、すな

わち、自分たちとは異なる’性質を持った存在が現れ

Ilt　．vの児巾と母刊、

てきたかのような表現がいつのころからか流行する

ようになった，，これらの表現＝表象は、．r・どもや若

者の現象面での新奇さに「iを向けさせるのには効果

的なのだが、なぜそういう新しい現象が生じたのか

については何も語っていないことが多い，tt

　人間は、そしてその「本質」は、環境や文明や文

化から切り離されて存在するのではなく、人間のほ

とんどの特質は環境との相互作用を通じてかたちつ

くられる。人間を取り巻く環境の中に新たな要素が

付け1川われば、当然そこに新たな人間性が生まれる

i1∫能性があるが、単に　・つあるいはいくつかの要素

が付け1川わるだけで、人問の生活や文化が一一変して

しまうわけではない、，新たに付け加わった要素が既

存の環境の構造を大きく変えるインパクトを持った

ときに、初めて環境の構成は組みかえられ、「新た

な人間」が形成されることになるのである。∫一ども

Al）｝il｝Y，　r｛の異質性を狙ミ調する議論は、新たに付けIJIIわ

った要素に注日するが、それらが環境全体の構成を

どのように変えたのかということまで説明していな

いのである。さらに言えば、r・どもが変わってしま

ったということを」i三張する人には、どこか評論家的

な冷めたまなざしを感じてしまう、、本当に、あなた

が「異星人」や「新しい子ども」と名指している．r一

どもたちととことんつきあったことはあるのか、と

問いたくなる。

　なぜ私がこういうきびしい批判的態度をとるのか

については、それなりの理川があるからである。

　3．ある中学校の取り組み

　マスコミで連日のように報じられる青少年の凶悪

犯罪、身の回りで見かけるかれらの常軌を逸した行

動などに接していると、今のr・どもは以前の子ども

とは根本的にちがうという気持ちになりがちであ

る．．咋今の1【∫沙年に関する論調は性酵説から性悪説

に180度転換してしまったかのようである．、しかし、

やはりtf’どもは環境の産物なのである．．変わったの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7



は了・どもの「本質」ではなく環境のほうなのだ。青

少年を取り巻く環境をより教育的＝人閥的なものに

すれば、子どもは「異星人」のようにコミュニケーシ

ョン不能な存在ではなく、大人が考えていたような

子どもになり、大人からの働きかけが子どもに伝わ

り、子どもの中に大人が培ってきた文化や技術や体

験に対する尊敬と敬意が生まれてくる。一つの例を

紹介することによって、そのことを示したいと思う。

　大阪府下のある中学校（以卜’、A中とする）は、

数年前までいわゆる「荒れた学校」であった。学校

の中で窓ガラスを割る、机やイスを壊す、壁を突き

破るという生徒の行為はしばしばみられたし、教師

に対する暴力もあったe当時のA（』11は20数人の不登

校生を抱えていた。学校に対する地域σ）評判もきわ

めて悪かった。そのころ校区内に住む・一人のサラリ

ー マン（S氏とする）が定年を迎えて、第二の人生

をどう過ごしたものかと考えていたが、ちょうど校

区で青少年指導員を一入補充しなければならないこ

とになっていて、近所の人の推薦で青少年指導員に

任命されることとなった。それからS氏は、月に何

回か他の指導員と校区内をパトロールすることにな

るのだが、学校の授業があると思われる時間帯に自

動販売機のそばに座り込んで缶ジュースを飲んでい

る数入の中学生を見かけたり、自転車を乗り回して

いる中学生の集団に出くわした。そういう子どもた

ちに声をかけてみても、最初は無視されるだけであ

ったが、ねばり強く声をかけているうちに子どもと

も次第に顔見知りになり、子どものほうからも反応

が返ってくるようになった。

　少し話ができるようになったときに、「何もする

ことがないのなら、おっちゃんの家にきてみるか」

と誘いかけたら、一・人の子がついてきた。次の［1は

その子が仲間を連れてやってきた。そうするうち

に、S氏の自宅は不登校生のたまり場のようになっ

た。他の青少年指導員とともに相談にのってやった

り、子どもたちが起こしたトラブルを解決してやっ

たりするうちに、S氏と子どもたちの間にしだいに

8

信頼関係が生まれていった。ドf少年指導員がそうい

う活動をしていることを最初中学の教師は知らなか

ったが、同じ校区の小学校の教頭からそのことを聞

いた中学の生徒指導教員は早速S氏に会いに行き、

学校での子どもたちの様子や学校での取り組みを話

し、子どもたちが何とか学校に登校するようS氏に

協力を求めた。そのときを境にして、学校と青少年指

導貝の協力体制が展開さizるようになるのである。

　この協力休制が始まるのとほぼ阿じll寺期に、　A中

は市教委の特色ある学校づくり事業を委嘱されるこ

ととなり、地域との連携に積極的に取り組むことと

なる。さらにその翌年には、中学校を開放して校区

フェスティバルを開催することになり、校区内の諸

団体の代表からなる80名余りの「At†1校区フェステ

ィバル実行委員会」が組織された。実行委貝会はフ

ェスタを成功させるために協議を重ねた。子ども

会、PTA、婦人会、青少年指導委員会、学校など

が、どういう催し物や出し物をするのか真剣な議論

がたたかわされたが、その過程で実行委貝会に参加

している教師たちに、地域の人たちから学校に対す

るきびしい言葉が投げかけられることもあった、，最

初教師たちは、その批判に対して弁解をするだけだ

ったが、うち解けてくるにしたがって、学校での子

どもたちの実態を地域の人に少しずつ伝えるように

なった。教師たちの話を開いた地域の人々の口か

ら、「なぜそういう実態をもう少し早く知らせてく

れなかったのか」「教師がそんなに困っているなら、

地域としても何かしなければならない」といった反

応が返ってきた。

　校区フェスタの実施はA中に一・大転機をもたらし

た。それまであった学校と地域との間の壁はそれを

機に徐々に取り払われ、学校と地域が協働して活動

を展開することが増えていった。校区フェスタも参

加者が年々増加し、昨年秋には5，000人を越える人

がフェスタに足を運んでいる。それと同じ時期に実

施された中学生の労働体験学習やゲストティーチャ

ー として招いて話を聞いたり、子・どもたちが地域に



川かけて聞き取りをするといった形態も枯極的に取

り入れられ、地域の人々とtlT学生がふれあう機会が

増えた。フェスタの実施がA叩に転機をもたらした

と述べたが、そのころから子どもに変化が現れ始め

た。遅刻する了・どもが少なくなった、不登校の子ども

が減ってきた、r・どもたちが地域の人に挨拶をする

ようになった、生徒会の活動も活発になった、そし

て何よりも．子どもたちの授業態度が変わってきた。

　4．青少年は大人の姿を映す鏡である

　青少年を異星人のように見なし、あたかも「本質．」

が変わってしまったかのような見方は、凶悪なi‘f少

年犯罪を解釈するための興昧ある観点を提供する，，

「あの子はこんな異常な性格だ’）た」「あのlf・の家

庭環境はこんなに歪んでいた」という解説を聞くた

びに、「あの力を異常視し、みずからの．IE常性を

確認するという行為が繰り返される。そこには、「あ

の了・」と自己の共通性や連続性を深く認識するとい

う態度が欠けている、．

　．∫・どもが変わってきているということについて、

私は河．L氏と問．題意織を共有するが、何をなすべき

かということについては観を分かつことになる。河

上氏は、子どもが変わったのは社会的風潮、とりわ

け学校教育に自川・’ド等の理念が広く行きわたった

ことをあげている。「ひ弱でわがままなf’ども」の

出現については、それが家庭のVtiT，であるかのよう

な態度をとっている．，河上氏を教師の・部に見られ

るような冷笑i：義者だと決めつけるのは酷だとして

も、かれが、学校と家庭あるいは地域を峻別し、学

校でなすべきことに自己の関心を限定していること

は確かである，／t学校でなすべきことを明確にしよう

とする姿勢と表裏をなしているのは、r・どもの問題

の原因が家庭あるいは地域にあるとする態度であ

る。これは、家庭や地域の負の遺産を学校は背負わ

されているという、学校の．教師に典型的に見られる

姿勢だといってよい。学校と家庭・地域を対立図式

でとらえる考え方であり、そして、教育についての

11）／界の児れと母刊1

悲観的な見方である。

　学校と家庭との関係、学校と地域との関係、大人

と子どもとの関係、高齢者と了・どもとの関係など、

これらの関連・つながりはしだいに弱まる傾向にあ

るが、教育は、関係性や共同性の中で取り結ばれる

行為である。学校と地域との関係を積極的に進めて

いるある教師は次のように言った。「教室の111で教

師が汀回、仲良くしなさい、友だちと協力しなさい

というよりも、地域の人たちが集まって協力して仕

’∬したり、かけあい漫才のような会話を交わしてい

る様子をみることのほうが、y・どもにとってずっと

勉強になるんですよ。」この言菓には、学校教育の

枠に囚われた教師からは聞かれない教育についての

深い洞察が感じられる，、人が仲良くすること、協力

すること、役割分担すること、つまり「一緒に何か

をすること」は、．了・どもたちにとっていまや当たり

1・lifのことではなくなっているc．当たり前でないと

は、U常生活の中で人々が協力したり役割分担した

り「諜のやりとりをしている場面に参加していない

ということである。そういう経験があって、初めて

教師による言葉の指示が意昧をもってくる。

　教室、家庭、1↓lr問集団といったそれぞれの場での

J’・どもの問題を佃1別に取りヒげるのではなく、fど

もが参加している生活環境全体を視野に人れて、人

問と人川、場と場、活動と活動の関係や関連性をと

らえ直すことがいま求められているのではないだろ

うか，、

参杉丈献

　i日∫　ヒ・SG　 　「「．｝：tklblj火j　 rl’1」思ト1：

川1’．亮　・

池川　’

「“t一り一ド：協働の糖

　　　　　　　　199餉こ
　「4ktt改”《・：国民Zミ1瀧で何がli侮じ」’Jれたか」‘∵1．思↑1二20〔K）ζ1；

寛r地城の教育改1’r’：」解放III版1［．2㏄k）年

　　協働とは、本来は双方がともにその必要性を認識し協力し

　合うことを意味する。協働と連携などとのちがいは、後者が、　1

鷹1灘羅灘ll難鋼
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｛1）（ll）（ZiKZE）C）eeec）ec）（D

子どもに

芸術とは

とって演劇とは、

　　　　　　　　　　　　　　　い　とう　　　　　　　　　　　　　　　　　　とも　こ
顯雌紗年演酬団蹴会徹伊藤巴子

21世紀

子ども家庭福祉の展望

　何冊かの本誌を読ませていただきました。専門の

方ばかり、そして世界を視野に書かれた文章の．一つ

ひとつを大変興昧深く拝見いたしました。私は俳優

を職業としております、、大人への舞台と、・jt・どもた

ちへの舞台を作り続けてまいりました。私の舞台を

きらきらと輝くまなざしで、食い人るように見てく

れる」：どもたちを通して考えていることをお話する

ことにしました。

　1．父とみた舞台

　21111：紀を迎えて、子どもたちは本当に幸せになる

のかと考えるとき、大変な1時代を小き抜くたくまし

いエネルギーをと願わずにはいられません。加藤周

・ さんのお話の中に、1」本人は過去は自分のうしろ

に、未来は欝分の前にと考えているが、まだ見ること

のできない未知の肚界、未来は自分のうしろに、自分

のLlでしっかりと兇ることのできる過去は自分の前

にある、とあります。新しい世紀を迎えるにあたりこ

の言葉をもう・度考えてみたいと思うのです，、

　2〔｝世紀は私たちにとって、私にとって何だったの

か。生まれたときから1伐争・の中で育ちました。そし

て．・番多感なときに受けた戦後の民．i三主義教育、そ

のなかで俳優という職業を選んだのは、自分で何か

を表現したいと思ったからなのでしょう。でもよく

考えてみますと、幼いころ見たたくさんの舞台が私

の小き方に大きな影響を与えてくれたのかもしれま

せん，．4歳頃だったのでしょうか。泉鏡花の“湯島

詣“の美しい舞台、花柳章太郎・水谷八重了のコン

ビです。6代目菊∫ll郎のシ‘忠1†1蔵”、そう文楽も、
1〔〕

初めてみた人形芝居のすごさは今でも目にやきつい

ています。iree後すぐにはバレエ、オペラ、オーケス

トラ。そうです、劇団東童の“安寿と厨子E”。日

がつぶれてしまった母親がござのi’／，にすわり、わが

子二人の名前を呼びながら雀を追っている場醐だけ

を覚えているのです。俳優になってから母親役が現

在85歳の劇団民芸の北林谷栄さんだと知って驚きま

した．どこの劇場にも父が．．・緒でした。不思議なこ

とにそのとき父とどんな食1∬をしたか、帰りに父が

買ってくれたものもよく覚えているのです。r・ども

のころに舞台芸術に触れることができたのは父のお

かげと言えるのでしょうか。

　人間は生まれたその瞬間から表現をしています。

子どもの発達する段階を見ているくらい楽しいこと

はありません。人閻って何と不思議なすばらしい生

きものだろうと感動します。そしてごっこ遊びが始

まるのです。白分で台本を書き、配役を決め、舞台

装置を作り舞台は始まります。ござを敷いて三人で

遊んでいる子どもたちに会いました。「お父さん、

今夜は早く帰ってきてくださいね。」「お酒を飲んで

こないでね。」私が見ているのがわかるとお母さん

役の女の子は、．］f’どもとは思えない動作で恥ずかし

そうにエプロンで顔を隠してしまいました，，

　毎日の生活の中からちゃんとせりふを作り、お父

さんとお母さんを創り出しているのです。表現する

ことは生きることなのです。生きることの証明なの

です。大人より子どものほうが1ドだと思い込んでい

る人がいます。そうなのでしょうか。大きい体、多

くのことを知っているということでは大人が上なの



でしょ方．でも創造性ということになると全く逆に

なるのではないでしょうか、，創造とは〔1．1．こ性によっ

て作り川されていくものなのです．小さい1’”どもた

ちが・人で遊んでいる姿を見ていると、日分の周り

にあるものすべてを使って自分の力で何かを作って

いきます．木も、花も、ヒも、水もJ’・どもたちにと

ては大切な創造の泉です、身体を動かしながら、　一

人で声を発し何かを創りヒげていくのです，、遊ぷと

いう能力の上に創造は生まれるので’－9．’，、私の俳優の

師は了・どもたちかもしれません、私たちが舞台を創

る、私が俳優として役を創る、了・どもたちの遊びの

ように、何気なく、ゆったりと、体を自山に動かし、

夢中になってt．／

　2．「森は生きている」と子どもたち

　私の劇団は、ロシアの詩人であり劇作家のマルシ

ャークが，1．1：いた“森は生きているt一を暮れからおIE

）1にかけて毎年ヒ演しております、L8〔〕0回近くの

llll数を1∬ねてきました、，大i晦llから新f卜1月］11ま

でのできごとの舞台です，．ロシアの深い、ノミきな森

の「．1然と人間の営み、12のそれぞれの月が登場する

壮人なドラマです、、Fどもたちのために大’］i．なもの

がいっぱい詰まっている楽しい舞台は、林光さんの

美しい音楽と共に日本中の∫・どもたちの忘れること

のできない舞台になりました、今年も、20年前小学

校5年生のときに新潟県高川市で見たとおっしa・る

方が、大人になってもう一・度ぜひ見たいとうれしそ

うに客席にすわっていらっしゃいました　1’・どもか

ら孫へと親r・四代で見てくださるお客さま㌧森は

生きている”ヒ演の歴史は、観客と舞台を創る私た

ちとの合同の歴史でもあるのです，、12の月々が森の

中に集まり、赤々と燃やすたき火の真っ赤な炎だけ

をずっと忘れないでいるとおっい1・る方の多いこ

と、演劇って不思議なものです、私にとっても忘れ

ることのできないいくつかのできごとがあります．．

”森は生きているt／の登場人物、みなしごの少女が

’‘「の深い森の1トで女じさまの．「うことをきかないと

いってオーバーをはぎとられる場而があるのです

｜11／ソ♪O）S巳tilヒ「：ノfl

が、ある11の排台で私の籏じるみなしこ’に、客席の

女のイ・が自分のオーバーを脱いで舞台のドから差し

出してくれたのです：．人人になったあのときの女の

∫一がある日楽屋に私を訪ねてきてくださいました。

「演劇好きの人人になりました．あのときは5歳だ

った．1とおっしs・って．了・どもにとって卿1台は虚構

の1∪界ではないのです，，私という俳優が演じている

のではなく、みなしご’の少女そのものとして舞台を

9Llるのです．，俳優の私にとってこんなにおそろしい

ことはありません，．私たちの演じる舞：台が、子どもの

成長に人きくかかわることになるのですから．

　芸術を観賞するということが、1回や2回の機会

で∫・どもにどんな影響をと、人人は考えるのですが、

それは無理なことです．．‘心の中のゆらぎにも似たも

のは、物差しではかることができませんtt．抑台に、

芸術に体全体で接していくJ’・どもたちを長い時間を

かけて！ulていく大人のYJなしに、］’・どもたちへの芸

術文化は花IMかないでしょうt／，その∫・どもたちへの

文化状況を作り‘tHすのは私たち大人なのですから．．

　泣：くこと、おこること、笑うこと、こわいこと、

考えることすべてが感動のもとになるのです。　・人

ひとりがその感動を体で体験していくことから第・

歩が始まるのです．、私が父と　・緒に小さいときから

劇場に通ったことが、現在の私が人間として大切な

ものを創る基礎になっているとしたら、すべての∫・

どもたちに、私たち大人が芸術環境を作り出さなけ

ればなりません，、

　中因もロシアも1：ども

たちへの演劇はすばらし

い発展を遂げていまし

た．，社会主義同家が次の

時代を担うf・どもたちへ

の教育として、演劇は千

厚く保護されていたので

す，，舞台からit’どもたち

を教育するc．　・つの型に

はめるのではなく、　・人

“

森は生きている”（劇団仲間）でみなしごをiNじる班者
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ひとりが違ったとらえ方を自山にできるのが芸術の

あり方だと思うのですが…。でも、手厚く保護され

ていることは、自分たちの力だけで歩いてきた私た

ちにはうらやましいかぎりです。

　時代が変り国の保護がなくなったとき、大人の演

劇は少しも変らず、いえ、新しい力が生れているの

に、子どもへの演劇は見事にだめになっていきまし

た。先日もロシアに行って驚きました。子どもたち

への演劇はたくさん上演されていますが、新しい作

品は1本もありません。俳優は仕方なく舞台に立っ

ているとしか思えない演技、もしかしたらお金のた

めにだけではと思わざるを得ません。夜のモスクワ

は大人の演劇、バレエ、オペラとすぐれた舞台に満

員のお客さまでした。弱い者から切り捨てられてい

くのでしょうか。モスクワでの毎日は私にとって子

どもの文化を、そして日本の子どもたちの文化状況

をいやというほど考えさせてくれました。

　3．デンマークの子ども演劇祭

　デンマークでは毎年4月、全国の都市、町’を順番

にして演劇祭が聞かれます。子どもたちへの舞台を

作っているすべての劇団が全国から集まります。図

書館の小さなスペースで、学校をすべて開放して、

教室が、体育館が劇場に変ります。町の中心から遠

い場所での公演が始まり、1週間の最後の土曜、日

曜日、すべての劇団での公演が町の中心の会場で行

われるのです。観客はプログラムを見てスケジュー

ルを作り、事務局で切符を受け取り、1Uに3本の

舞台が見られるのです。専用バスが会場をめぐりま

す。料金はすべて無料、すばらしい祭典ですe観客

はその町のすべての人たち、全国から学校の先生、

図書：館の方、そして演劇の専門家です。おおぜいの

人で作られている事務局には国から、町から専門家

が派遣されています。それぞれの開催地での開幕の

セレモニーは皆の楽しみの一つです。女性の文化庁

長官、女性の市長さんも出席して、皆でワイ、ワイ

とお祭りは始まるのです。私たち外国人も含めて批

評の会が毎日開かれ、全国から見に来ている先生方
12

と劇団の人たちとのディスカッションが211間関か

れます。すべての費川は国と開催地が負担、派手で

はないけれど、大きくはないけれど、小さな空間で、

静かな緑の美しい環境で、子どもを、人間を大切に

する心豊かなお祭りなのです。

　イギリスでも、オーストラリアでも、スウェーデン

でも小学校からドラマの時間が設定されています。

創造をすすめる上で大切なこと、それはまず交流な

のです。全面的に相手を受け入れることから交流は

始まります。相手の立場にたち、相手を理解しようと

努力する、自分と相手の立場が分かり、違いが分かり

その一1二で相手と自分をつなく糸口を見つけ出すこと

ができるのでしょう。子どもは遊びの中でこの楽し

さを知り交流のドラマが始まります。大人になると

このことの楽しさが本当の意味で分からなくなりま

す。人間にとって創造性とは何なのでしょう。人閥

らしく生きるための条件なのではないでしょうか。

　このように考えてくると、演劇、ドラマを作ると

いうことは、これらのことすべてを満たしてくれる

ということが分かります。自分以外のほかの人物に

なる、それには自分をよく知る、ドラマは必ず相手

が存在する、相手と交流するには相手をよく知る、

そしてその間に想像もしていなかった何かが見えて

くるのです。

　子・どもたちのごっこ遊び、学芸会、すばらしい芸術

にふれるだけでなく、自分を兇つめ、自分を発見す

る、そして友達をみつめる、体全体で相手と交流す

る、そうLた場所を、機会を日常的に大人が作ってい

くことはできないのでしょうか。

　テレビでカンボジアの子どもたちを映していま

す。巨大なゴミの山をおおぜいの子どもが裸足で歩

き、ゴミの中から使える物を拾っているのです。彼等

にとって一番楽しいことは、学校に行くこと。巨大な

ゴミのLLIの脇にあるNGOの作る小さな小屋が学校

です。夢はお医者さん、学校の先生、看護婦さんと目

を輝かせて言います。物があふれ、欲しい物は何でも

買えると思って生活している私たち、子どもたちは

この社会の巾で、何を、どこへとあてもなくさまよ



っているのかもしれません。私たち大人がf乍ってい

る杜会に、いやおうなくほうり出されているとした

ら、私たち大人が何をするべきなのかと、問われて

いるのです．、

　4．子どもの権利とコルチャクさん

　ポーランドに生れたユダヤ人、小児科1欠、作家、

］’・どもたちのことを語る本をたくさん片き、恵まれ

ないr一どもたらと・緒に暮らし、1942年、ユダヤ人

の．∫・ども200人とトレンブリンカ絶滅収容所のガス

宝で殺されたヤヌシュ・コルチャクさん。“了・どもの

権利条約”の梢神的な父と言われているヤヌシュ・

コルチャクさんが亡くなって47年、コルチャクさん

が願ってli二まなかったすばらしい“∫一どもの権利の

大憲ド；㍗ができたのです，，彼の諭文『子どもの尊厳権』

の中にこう，il，1：かれています。’‘人権を尊ぶことが平和

なlilll　dをつくるのです。”“権利には必ず義務がとも

なうのです。”－tひとを許す、寛容、思いやる心㌦

　すぐにキレてしまうr・ども、なぜなのでしょうc，

小まれたとき、すべての子どもは心も体も柔らか

く、’P等なのに、赤ちゃんがかわいいということに

異論を唱える人はいないのに、r・どもが成長発達す

る段階で、人間として心の問題がどんなに大切か、．．

このことも大入は皆分かっているのに．．

　”教育改革国民会議”という政府の機関で“奉仕

活動の義務化／「などと．，‖：かれているのを見ると、私

たち」く人も行く所を見失ってしまっているとしか思

えないのです。

　5．子どもの心と出会う

　私たちの’r一どもたちへの仕事は、なぜ理解されに

くいのかと、長い俳優生活のなかで考え続けてきま

した、、そのなかで渋谷の東京都児童会館での20年余

になる仕事は私たちにとって大切な、そして大きな

励ましとなって今Uに至っています、、1．．1本・大きな

東京都児童会館のなかにある60〔〕席のホールで夏休

みに行われる児巾演劇フェスティバルでは、日替わ

りでr・どもたちへの舞台がヒ演されますLそのほ

111／veb　Ctノ児市とleヤll

か、年間を通じて上曜劇場、n曜劇場、ワークショ

ップと共催をさせていただいております。日本国中

で渋谷の児童会館での仕事が「1常的に行われる時代

がきたらと、‘

　オーストラリアでは芸術を鑑賞することと、了・ど

もたちが表現活動をする場所を、演劇人が政府から

委託されてどこにいっても活発に行われています。

　長野県L川市で演1則塾を始めたいと、お千伝いに

通って3年Hになります。応募してくる方は、中学

生、高校生、成人の方と素人ばかりです．、もちろん

プロを育てるための塾ではありません，．白分を見つ

ける、夢中になれるものを探すためのものです．、不

登校の了どもたち、養漫学校の先生、改業のお姉さ

ん、病院の受付係と多種多才の生徒です。お友達が

できないと泣いていたのに、演劇を作っていくなか

で見事に変っていくf’どもたちには私のほうが驚い

ています。養護学校の先化は、r1分が意欲的に生き

ていかなければ障害を持った人たちとは向き介えな

いから、．IEしく立つ、　tL：．しく日｛る、そして動く、あ

らゆることを自分の体できちんと表現して障害者と

向き合いたいと……。演劇はあらゆるll］’能性を私た

ちに与えてくれるのだと、私のほうが教えられてい

るのです。

　芸術を観賞することは、n分だけのiu：－r，で想像力

を駆使して遊ぶことができるのです。それがまた楽し

いのです。長い歴史の中で、芸術の、演劇の、もってい

る力が人間の心を育ててきたことは確かなのです。

　私は舞台を通じて現実に生きる子どもの心と川会

えること、．t”どもに姻びることなくその心に確かに

届くこと、それが多分私たちが創る演劇の大切な使

命だと思っています。

　キーワード：教育改革国民会誤

　　21世紀の日本を担う創造性の高い人材の育成を目指し、教

　育の基本にさかのぼって幅広く今後の教育のあO方について

　検討するため、内閣総理大臣が有識者の参集を求め、教育改

　革国民会議を開催することとなった。提言内容は次のとおり。

　・人間性豊かな日本人を育成する。

　・一人ひとりの才能を伸［まし、創造性に密む人間性を育成す

　　るc．

　・新しい時代に新しい学校づくりを。

　・新しい時代にふさわしい教育基本i去を。
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（1）（ll（lilZE）au！）1）（：mx9

現代親子と子育て支i援
特 集
21世紀

子ども家庭福祉の展盟

　　　　　　　　　　　　　　　　　　いわどうみらこ
大阪市立大詫活科酬燗福勝科搬岩堂美智子

　1．少子化と育児不安

　「1．57ショック」にはじまり1990年代の日本は少

子社会を大きな問題として取リヒげるようになっ

た。振り返ってみると、1975年より合計特殊出生率

は2．〔〕を割り、育児環境は大きく変わってきた。乳

幼児を育てている現代の若い親たち白身がすでに核

家族、少子家庭で育ち、人間関係の希薄な子ども時

代を過ごしてきたのである。若い現代母親やこれか

ら親になる｜1代が「少子化」の弊害といわれてもピ

ンとこないところがあるのはそのためである。

　かつて農業を中心とした第．’次産業11、8代において

は、’r一どもは地域社会の中で多くの人々の阯話にな

り、数多くの人間関係を結びながら成長した。育児

は親個人の仕事というよりは、大家族や地域社会が

共に担う仕事であった。子どもたちは兄弟はもちろ

んのこと、lf］1．縁・地縁でつながる老若男女さまざま

な人々と接触する中で人問として育っていった。も

ちろん当時は育児ばかりでなく諸生派活動において

も家族・地域ぐるみで人々が力を合わせて生活する

のが当たり前であった、．

　文明化が進み、高度産業社会となった現代、生産

労働をはじめとする社会的労働の場と私的な生活の

場が切り離されることが多くなった、，このことは現

代人が高い評価をおく個人のプライバシーや向由を

尊．亜するという点ではプラスの側而が大きいが、本

来は社会的な営みであった育児が家庭内へ押し込め

られることになり、その大部分が家事と共に母親の

手へと任される事態を招くことになった。こうして

わが子を持つまで乳幼児と接触する機会がほとんど

なかった、という若者たちが未成熟なまま親にな

り、密室の育児を始める時代が到来したのである。

　情報社会といわれる今日、さまざまなメディアか

ら育児情報が入ってくる，、孤立したまま育児に専念

する母親の場合、これらの情報に振りllllされ容易に

育児不安に陥ってしまう危険性がある。また一・方で

は泣いたり不機嫌になったり、思うように育たない

わが子に腹を立て虐待に走ってしまう親もいるLt

　さて少了・化のtt一因としては、1）晩婚化、非婚化

の進行、2｝夫婦の出生力の低下、3）子育てと就

労の両、膓1の困難さ、4）子育ての経済的、心理r1勺困

難さ、5）厳しい住宅事情、などが挙げられている。

もはや積極的に「安心して子どもを生み育てられる

社会づくり」を進めなければ欧米先進諸外国と同じ

く、ll本においても出生率は回復しないとみられて

いる。

　政府・自治体が推進するエンゼルプランや子育て

支援策においては、従来の保育所機能を拡充して、

就労家庭に対する子育て支援を．・層充実させると共

に、母親が育児に専念する家庭の支援にもきめ細か

く力を注こうとしている点が画期的である。そこに

は戦後の55年間で大きく変質してきた日本の家族の

実態を踏まえ、現代親］：の「子育ち・子育て」をkl：
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会的に支援しようとする意識的な姿勢がうかがえ

る。少r一化現象がもたらした、これら新しい．∫・育て

支援策には、従来のW本の親子関係をとらえる視点

にはなかった「j”防的ケア」が垂視されている点に

筆者は注Hしている、

　2．心理臨床分野の子育て支援

　心理臨床の分LJ乎では従来、育児ヒの悩みを抱える

親と当該の了・どもの支援としては、来所によるカウ

ンセリングやプレイセラピーの技法が・｜1流であっ

た，乳幼児の問題の場合は、児1’『：相談所などではこ

れまで少入数のグループ療法も推進されてきてい

る，しかし、こうした方法では現代の∫・育て中のほ

とんどの親が抱くといわれている漠然とした育児不

安の解消には、ほど遠いと考えられる、、

　大阪市立大学・児童家族相談所1こおいて、筆者は

親i教室を開催し、これら従来の技法に学びなが

ら、乳幼児とその親を対象に集団遊びを中心とした

心理教育活動の実践とlif・］発に力を注いできた、、

　（1）親子教室の実践について

　ここではこれまで大阪［ぷ1：大学で行ってきた「親

了教室活動」（愛称「’どんぐり教劇）の実践の概略

について報告し、その意義について考えてみたい、，

　活動聞始当初（1986ζ｝三度～1989年。第1朋とする）

は、i三として近隣の保健所における1歳’ド児健康診

断の事後指導の場のひとつとして、特にことばや社

会性の発達に遅れが認められる1：どもとその親を対

象にしていた。内容としては発達援助に効果的な設

定保育、ならびに親へのグループカウンセリングを

平行して展開していた。この間、「どんぐり教室」

に来所する親たちは当該の子ども以外にその兄弟を

伴ってやってくることが少なくなかった．。核家族で

は幼い兄弟がいる場合、他の｝：どもを家においてく

IFUhlの児ぷと母刊

ることができないのである。個室のプレイセラピー

では、普通、兄弟は同室しないのが原則であるが、

1’どんぐり教室」ではあえて制限を設けずにかれら

兄弟も共に集団遊びの場を経験することになった，、

　発達ヒの課題を持っている子どもたちの中には、

他の親が連れてきた自分よりずっと小さい赤ちゃん

をかわいがり、その相手をして遊んだり、あるいは

他の1’・どもの兄弟のあとをついてまわり、模倣した

り共に遊んだりする者も多く、結果的にかれら兄弟

・ 姉妹の存在は「どんぐり教室」の活性化に少なか

らず役立った，、また、鮫初は1，if．に付き添いであった

「赤ちゃん」たちの成長ぶりにも驚かされることが

多かった。

　（2）育児仲間が欲しい親たち

　1990年代に人ると（1990年～1994年、、第2期）「ど

んぐり教室」には、特に子どもの発遥には大きな問

題はないものの、「近所に遊び友だちがいない」「育

児に不安がある」「共同で一r・育てするひとときを持

ちたい」という願いをもった親が通所を希望するこ

とが多くなった。保健所からも、親の育児援助をお

願いしたい、と送られてくるケースが増えた‘。都市

の少f・化が進み、大阪は東京に次いで1．32（1999年）

と全国第r．位の低川4こ率となっている。こうした現

代の育児1」f’情をかんがみ、次第に「どんぐり教室」

では、地域における育児コミュニティの創出とその

支援の場としても活動を進めることになった．t

　教室では親たちに、できるだけセルフヘルプグル

ー プとして、開設の準備・後月’づけ係、情報・連絡

’J　f．項の伝達や親睦をはかるためのニュースレター

係、歌や手遊びの際のリード係、おやつや料理の材

料調達係、おやつ代徴収係、障害保険の加人手続き

をする係など、何か一役は教室運営の役割を積極rl勺

に担ってもらうこととした。また「遊び」ではスタ
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ッフが仕掛け、準備する遊びから、できるだけ親に

主体的に参加してもらえるような遊びや、親の育児

意欲が高まる遊びを大切にした。ミニ運動会、遠足、

料理つくり、パーティ、「お母さんたちでどうぞ」（ス

タッフ抜きで親たちが自由に集まる回）などの他、

進んで教室の述営・企画・保育に参加する機会を提

供し、今後の育児に対する自信を養うような試みを

増やしてきた。

　1995、1996年度（第3期）では、参加者を募る際

に、現在育児休SUi　t・1・；の親あるいは現在は家にいるが

近い将来働きに出ようと考えている母親を特に募集

したいと地域の広報で呼びかけた。その結果、約3

分の1は該当する親子が集まった。了・どもの年齢は

3歳ぐらいまでとし特に・ド限を設けなかったので、

0歳児を持つ親がやはり3分の1と参加親子の中に

多く日立つようになった。

　なお、スタッフとしては教職員と学生数名がかか

わり、子ども達と人格的な交流をはかり、また親同

． i：の話し合いにおいてはファシリテーター役を取

り、個別の育児の相談にも応じてきた。

　1996年度以降、前年度参加した親たちの中で子ど

もが0歳代であった方々から、ぜひ継続して参加し

たいと希望が出て、二年次継続グループを新たに試

みることになった。このグループには、教室でなく

「どんぐリクラプ」という名称をつけ、初年度以上

に自並的に会を運営してもらうように働きかけてい

る。こうして橋動に参加した親たちは、当初は戸惑

っていたが、次第に自分たちで⊥：夫し、お互いのr・

どもたちにも働きかけ合い、急速にお互いが親しく

なっていった。来所日以外にもお互いの家を行き来

して子どもたちを遊ばせるなど積極的な育児姿勢も

見られる。さらには継続して「どんぐりクラブ」に

通う親に、二人目、三人目を妊娠・出産される方が

次々と出てきた。期せずして「共同1乙育て」体験が

16

少子化を覆す役割を果たすことを筆者は実感するこ

とになった。

　3．家族の垣根を越えて

　　　　一親子を包む育児ネットワークづくり

　すでに1980年代から都市の核家族・サラリーマン

家庭でわが子とのみ向き合って暮らしていた母親た

ちが、母と子の閉じられた関係の限界に気づき、地

域のあちこちで、共に育てる関係を求めはじめてい

た。「共同子育て」「育児サークル」運動といわれる

ものがそれである。幾組かの親子が1．1時を決めて同

じ場所に集まり、共に子どもを遊ばせ、共に時を過

ごす。子育ての中で生じた悩みは互いに相談し合

う。この運動の最大の長所は子どもだけでなく親に

も仲間ができることであった。

　こうした自主的な親と子の集まりであっても、活

動場所の制約や仲間同：1：のトラブル、引っ込み思案

の親の不参加、転勤・転居により参加できなくなる

など、継続していくには幾多の困難がつきまとう。

　折しも1999年に改訂された保育所保育指針では、

保育所を地域における放も身近な児蹴福祉施設であ

ると位置づけ、保育所が働く親の子どもの保育だけ

でなく、地域で子育てしている親や子どもに対して

も支援していく社会的役割をもつことを明らかにし

た。また幼稚園においても、米就園児を含め近隣の

子どもが気楽に遊び、触れ合い、親自身も子育てに

関する経験を交流したり、悩みの相談ができる地域

の幼児教育センターとしての役割を果たすことが期

待されている。乳幼児施設はいずれも今や地域の「育

児支援センター」として、多様な子育てニーズに応

えて創造的にその機能を発揮していくことを求めら

れる時代となった。全国各地に拠点があり、園庭と

建物があり、保育の専門家がいる公的施設である保

育所・幼稚園が、地域子育て支援を掲げ、各地で活



動をスタートさせたことに竿者は大きな期待を寄せ

ているt－、とりわけ親の配慮がなければ戸外に川るチ

ャンス、適度な運動、多様な食べ物、情潔な身辺、

意欲を育てる遊びなどが’j・えられない0歳からのf・

育てに、保育の専門家のHが注がれ、1㌣fて真っ肢

Fl］の親たちが仲間と出会うチャンスを持てること、

偏った育児が乳児期11L判1から予防されることを朋待

している．，

　「JL：1司r・育て1はうまく運営されていけば、子・ど

も達の発達援助に役立つと同時に、育てる側の親の

養育態度の改．鰍二も寄’テ・しうる試みである、、親子教

室や育児ネットワーカーの存在は、育児コミュニテ

．fづくりや、セルフヘルプグループ活動の支援でも

ある、問題を抱えた親了・が個別に専門家のところに

行くという孤、ン1した生き方を推進するのでなく、lr．

育てiliの親f・に敢えて「意図的」な1．1常を創り川す

よう働きかけt視野を広くもち、共にtk活する楽し

さを味わってもらう。問．題を抱えた親∫’もそうでな

い親∫・も、共に集うことで対人接触経験を豊かにも

つ．．このような試みはまさに「予防的ケア」であり、

「心理臨床」というより「ノ［三活臨床」として提案す

ることができよう。

　世界的に見れば人1－1爆発の現代である。1．1本の少

r・家族問題はかつてのようなr・沢山の家族に戻るこ

とで解決するのではなく、現代にふさわしい育児コ

ミュニティをつくることで乗り越えていくしかない

であろうttそう考えると問題の発生予防のために

も、現代家族や現代親子の生活そのものの支援がい

ま求められている、、

　4．おわりに　一地域・世代間交流をともに

　乳幼児施i没は幼い子どもと親たちの「共同子育

て」の拠点であIV　’親子の心地よいD＄‘｝場所」であ

ってほしいが、さらには地域に（IEむ人々にとっても

1｝i：1與のve　L’ii：と母性

ほっとする心の「居場所」であってほしい。

　例えば保育所・幼稚園は地域に住む高齢者、噺（は

なし）家、．音楽家、画家など、了どもに諸純の文化

を伝承してくれる人々を積極的に招き、予どもと触

れあってもらうとよい。各施設が地域の人々の共有

財’産として活用されるためには、職員が仲立ちとな

って地域の人々が多様につながり、育ち合う楽しみ

を共有できることをめざさなければならない。

　また、少一r一化の進行で、子育てに夢をもったり子

どもを育ててみたいという気持ちになる若者が減少

したといわれる今1／、．男．女を問わず、小学校高学年

ぐらいから）1．1学・高校に通う．．∫・どもたちに乳幼児施

設に来てもらい、．r・どもと遊んだり保育実習をする

ことを勧めたいtt今では地域で少なくなってしまっ

た白分より年少の．了・どもに直接触れることで幼い

U々を思い出すことができるし、人聞はこうしてだ

んだん大きくなっていくものであるということを実

体験することができる。また乳幼児たちにとっても

［ll：ftの異なる人々と触れあうことは心はずむ経験と

なる、，乳幼児施設がこのように地域に住むさまざま

な人々の交流の場として機能していけば、［刊Ct：」

をめざすr・育てが実は同時に「共生」を視野に入れ

た生き方であることを、大人にも子どもにも教えて

くれるだろう。

キー・ワード：共同子育て

　子育て奥っ最中の親どうしが地域で定期的に自主的に集ま

って、共に子どもを育てていく試みをいう。もともとは地域

共同体が自然に行っていた方法であった。その形態はさまざ

まであり、子どもを一緒に遊ばせながら情報交換をしたり、

育児の悩みを相談し合うなどである。また子どもに経験さぜ

てやりたい文化を協力して提供したりもしている。
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地域の中の子どもたち

．特
集
、

21世紀

子ども家庭福祉の展望

　　　　　　　　　　　　　　　はっとり　　さかえ
さくら橋・ミ・ニテ・セ・夕一搬服部栄

　はじめに

　ある児童館で、クリスマス会に劇のヒ演を計画

し、壬どもたちに呼びかけて練習に人ったところ、

毎回の練習にメンバー全貝が揃うことがほとんどな

く、劇を仕．ヒげていくのにとても苦労したという話

を聞いた。

　この例は、現在の地域の中の一r・どもたちの実態を

よく表しているように思われる。その背景には、少

子社会を迎えて子どもへの期待が．・段と高まってき

ており、学習熟やお稽古ごとに通ったり、サッカー

や野球といったスポーツ活動に参加する子どもちが

多くなってきてt日程や時間の調整力ぎ子どもたち同

1－：の問で困雄になってきている、という1］仁情がある

ように思われる。地域の教育力の屯要性が指摘され

るようになって久しいが、当の子どもたち自身の牛

活の変化、親の価値観の変化、∫・どもに対する期待

度の変化等々をnにするとき、その期待に反して、

建前と現実との乖離はますます広がってきているよ

うに思われる。東京の．ドlll∫で児童貝f｛の仕事に携わる

者の立場から、地域の中のf’どもたちの実態にふれ

て見ることにする。

　1．モータリゼーションの侵蝕の中で

　「II」歩きなんかかったるいよ」、「疲れて明日の勉

強にさしさわるので」、これは、’f一どもたちと近郊

の山にハイキングに行こうと誘ったときに、．j’・ども

や親から返ってきた意見の一・つである，、歩くことや

困難に挑むことを拒む風潮が現れだしたのはいつ頃

からであろうか…。それはτ1疏1二会の発展と軌を一に

しているように思われる。それはまたH本の社会が

豊かになる過程とも：厄なってくる。

　1970年代は、了・どもたちが路地などでキャッチボ

ー ルやござを敷いてままごとができた。

　1ほ々通る一t’i’i’が徐イ．］：しながら、「ごめんね」、と優し

く声を掛けながら通り過ぎるのどかさが地域には残

っていた。また、当時は日曜祭日がきちんと休める

親たちは、大企業のサラリーマンか、公務員であっ

た、．・了・どもたちは自分の時聞をたっぷり所有して、

地域の中で程々の悪さをして学校外での生活を楽し

んでいたのである。しかし、．中：杜会の急激な発展は

路．Lからr・どもた．．ちを迫い払い遊びを奪っていっ

た。また、車社会の到来は家族．llt位の行動を多くす

ることにより、家族の絆を強める役割を果たした反

面、公共の場を通して培われる社会的マナーや忍耐’

力を弱める結果となっている。

　2．路地裏から子どもたちの声が消えて

　∫・どもたちの学校から帰る時閥が年々遅くなって

きている。そのため彼らの楽しみである遊びの時間

も削り取られることになる。かつては、家に帰るや

否や鞄を放り出して地域の遊びスポットに飛び出し

ていった子どもたちの姿を、いまは見ることが少な
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くなった／t／学校から帰ってくる子どもたちの足取り

にも、いまひとつ弾むような軽快さが感じられな

い、。なぜならば、その後にも多くの課業が待ってお

り、彼らの心は解放されることがないからだ、，

　この傾向は学年がLがればヒがるほど強まってき

ている．、親たちの学業成績への関心は強まる一ノ∫で

ある，．「できるだけ早く、できるだけ多く」、学校で

の学習を先取りして安心したい、学校の成絨のア・ノ

ブに繋げていきたい、このような親たちの切実な願

望が、十どもたちの自川空閲を心身共に狭めていっ

ていることも否定できない現実であるt．，

　現在、家庭もまた学校という大きなカサの中にす

っぽり入って、1’一どもたちの心も体も包んでいるの

である。「学校、家庭、塾・習い‘」［」、という3点セ

ットに取り込まれた放課後の．了・どもたちの生活のス

テレオタイプ化は、喧躁と狼雑さをたっぷり含んだ

路地裏や原っぱ等、地域の中で展開されてきた子ど

もたちの遊びの｜吐界と、そのなかで展開された濃密

な人問関係、社会生活のスキルの習得を奪っていく

結．果となっている，，このような生活環境の中で生き

ることを余儀なくされているf・どもたちは、彼ら本

来の、あの爆発的なエネルギーをどこに向かって発

散させていけばよいのだろうか．／，

　3．子ども世界の分断化

　少了・社会は親たちの了・どもたちへの関心を．’段と

強めてきている。その端n勺な現れは有名私．、乞中をH

指しての受験準備である。地域の子どもたちの牛活

は、小学校3年牛の3学期あたりから分断化が始ま

る，．私立中進学を川指す．f・どもたちは塾通いが始ま

るからである。∫1曜Uから金曜日まで、ほぼ毎日の

通熟、．ヒnは模擬試験や習いごと、家族での外出，，，

このような状態は、学校を離れての．子どもたちの世

界において、1118問的にも意識的にも断肘を作り川し

1吐界の児荊と母性

てきている。さらには、私立校進学が財’政的な負担

を伴う面から、家庭聞の階層化をも顕在化させてき

ている，，これらの諸要素は、地域での子ども集団の

分断化を促進し、群れ遊び（かつてはギャングエイ

ジなどとも言われた）の時間を奪ってきている。

　そして、了・どもたちがめでたく私立校に合格すれ

ば、日々の地域の中での子ども同．1：の生活の場はほ

ぼ失われていく，、最近、地方白治体などが進めてい

る公．、フ：学校の選択性なども、地域における子どもた

ちの生活を分断していく結果に繋がっていくことに

ならないであろうか、t．r一どもたちの分断化は親たち

の分断化でもあり、地域における人闘関係や協働関

係の希薄さをさらに助長していく面についても注H

しなければならないであろう，、

　また、．一方ではスポーツ活動や各種少年団活動も

盛んであるttそろいのユニホーム、規律jEしい行動、

親たちが望んでいるもう一・つの」：どもへの期待がこ

れらの活動には盛り込まれている。おもに土、日を

川いて行われるこれらの活動は、子どもたちの生活

をさらに忙しくし、］「・ども世界の分断化を促進して

いる，、ましてや、これらの活動が大人たちの勝負へ

のこだわりゃ、硬直した了・ども観のi；，に立って展開

されるならば、マイナス而もまた大きいのではない

だろうか

　4．孤立化する子どもたち

　かつての1．1本の地域社会は、善し悪しは別として

共同体的な部分を伯（持してきた。f’どもたちもまた

この輪の中に存在することによって、スポーツの苦

千な．J「一ども、勉強のできる．］二ども、できない子ども、

ハンディを持った子どもなど、多様な子どもたち1司

1：が混じり合い、受け人れ合って∫一ども集闇が成り

）1／1っていた。その結果、地域への帰属感が養われ学

校での価値観とは異なったJC・ども世界の価値観が形
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成されていったのである。そこには大人たちの緩や

かな規制の日があり、7r’どもたちの悪さは程々に受

け人れられていた。と言うよりは大人たちは生活に

追われて、子どもたちに十分に日が届かなかった、

というのが現実であったと考えられる。貧しさが子

どもたちを活き活きとさせ、自巾にしてきたという

事実（もちろん、貧しさ故の辛さ、悲しさを認めた

上でのことだが）は否定できないことではないだろ

うか。不登校も、引きこもりも、いじめもこの自巾

さを奪われていったことに起因している部分が大き

いということができるであろう。そして注日しなけ

ればならないことは、この自由さの喪失は、乳幼児の

子育てをしている母親たちの孤立化をまねき、子育

ての不安や虐待などに紬びついていることである。

　地域のlttに自山さを受け入れるゆとりがなくなっ

ていることが、若い母親たちの心を不安にしている

からではないだろうか。もちろん、この問題は狭い地

域のみの問題ではなく、ll本全体を被っている問題

であることは言うまでもないことであるのだが…。

　また、少数ではあるが、問題を持った子ども、障

害を持った子どもと家庭が、地域の中で孤立を強い

られる傾向にあることも見逃すわけにはいかない。

この背景には、「あんな子がクラスにいると勉強が

遅れる」とか、「何をされるか分からないので心配

だ」といったような大人たちの冷たい1恨差しがあ

る。ここにも字校という枠組みが地域のrl，iに入り込

んできて、子どもや親たちを孤立化させている現実

を見ることができるc、現在の地域は、学校化現象を

相対化する視点やプログラムを持っていないのでは

ないだろうか。このことは子どもたちにとって必ず

しも幸せなことではないであろう。

5．支援を求める子どもたち

地域の中で仕事をしていると多くの子どもたちの
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問・題に遭遇する。以下に、股近出会ったいくつかの

例を挙げてみることにする。

＊両親の離婚により高校在学が困難になった子ど

　も。

＊突然、母親が脳溢血て倒れ、弟妹を抱えて途方に

　暮れている子ども。（現在、福祉事務所、児童相

　談所、学校、地域関係者でネットワークを作り支

　援を紺i続中）

＊高校を中退して、方向が定まらずぶらぶらしてい

　る子ども。

＊学級崩壊の中心児と目されて、周囲の冷たい目に

　耐えられず転校していった子ども。

＊学校での友達関係の崩れから、突然不登校を始

　め、やがて家出にまで発展した子ども。

＊養護学校に行っていて、放課後の居場所が地域に

　ない子ども。

　これらの問題は、たまたま現場にいて出会った問

題であり、地域のL．1．iにはさらに隠れた問題がたくさ

んあるものと思われる、，このような子どもたちの問

題に対して地域はどのような支援ができるのであろ

うか。

　さまざまの制度やネットワークが整備されつつあ

るが、それらは一方的、かつ機械的な対応であった

り、子・どもたちの意志を無視した隔離であったり、

子どもたちや家庭へのスティグマに終始する、とい

った状況が見られる。問題の渦巾にある子どもたち

に対する多様な支援休制を地域の中でどのように作

っていけるのか、現場にいる者として重い課題とし

て受け、止めている。

　6．児童福祉施設の子どもたちと地域

　地域に開かれた施設のあり方が志向されてから久

しい。その方向性は着実に効果を．ヒげている一・方、

いまだに、施設で生活している子どもたちに対し



て、「かわいそうな子どもたち」「問題を起こしやす

いr一どもたち」、といった偏見や差別は依然として

強いものがある。このような問題を克服していくた

めには、1」常的な地域での4こ活の中に施設の一r・ども

たちがでていくこと、また、了・どもたちの余暇を楽

しも・ために資源が多い施投側が、それらを地域のr一

どもたちのために提供していくこともあっていいだ

ろう．、また行i∬などについても同様に杉えて、r・ど

もたちを中心に考えて交流や諸計画が実施されてい

けばよいのではないだろうか、、このような実践は各

地の児童：養ii獲施設等で展聞されている‘＼例えば、施

設内に学童クラブを設けて、地域の∫・どもたちも受

け人れている施設、図、1｝：室などを地域の∫・どもたち

に開放している施設、夏祭りなどを地域の人たちと

共催する、地域の∫一どもたちの川題についての相談

の場となる、等々であるt／、

　筆者の所属するコミュニテfセンターでも、毎年

夏に行われるワークキャンプに、児”i’i：養護施投の高

校生たち（2、3名）が参加して、労働を共にしな

がら交流を深めている一少∫・社会の到来を迎えて、

子育ての社会化が共通のぶ題となってきていると

き、まず、それを担うのは地域である，t地域の人々

が施設をそのための碇要な地域資源として認識する

と同時に、施設の側もそれに応えていく柔軟さが求

められそくるであろう、．

　7．地域で子どもたちが活き活きするために

　少子社会を迎えて、より　・層fどもたちの個性や

教育に対する関心が高まっていくなかで、家庭や学

校でのr・どもに対する11艮差しが狭くなってきてい

る、．、また子どもたちを取りまく人問関係や生活環境

も息二呂：しさを増しつつある。このような現実に風穴

を空けていくためには、地域における有形無形の自

川でほっとする受け入れの場と、地域（大人）の暖

llヒ界の児恨とf）Vt

かい見守りが必要となってきている。2002年に学校

週5「1制の完令実施が決まっているなかで、これら

の課題への取り絹．みは緊急性が求められている、、で

はいったい、このような事態に対してどのような取

り組みができるのであろうか，、

　妓後に、地域の中にあって了・どもたちと共に、こ

れらの課題と日々取り組んでいる児並館（全国に約

・L300館）の活動に焦点をあてて考えて見ることに

する．．児情館活動が日指す方向性としては以．ドのよ

うなことをあげることができるかと考える◇

1．いつでも目由に来館できる場

2，いつも仲間がいて遊ぶことができる場

3．自分で活動を選んで参加できる場

4．自分達の計画を火現できる場

5．Jf・どもたちが抱えている問．題を受け止める場

6．自i三r1勺なボランティア活動ができる場

7．異年齢、異ll卜代が交流できる場

　児1’i’〔館は、jf’どもたちが求めている家庭や学校と

は異なった居場所のベースキャンプ的．役割をt．1！う場

であり、その屯要性を具体的な実践を通して社会に

発信していく基地でもある．．，そして何よりも、閉塞

状況の中にある子どもたちの心と身体を自由にし、

安心して過ごせる地域の中の居場所となっていかな

ければならないt．、現場に身を置く者として、この課

題に応えていくことができるようにYJを尽くしてい

きたいと願っている。

キーり一・ド：第3の居場所

　子どもたちの育ちにおいて、学校、家庭とは異なった、第

3の居場所としての地域の重要性が再認識されるようになっ

てきた。そこでは、大人の管理から自由になれる時周と空間

の存在、目分を解放できる遊びと仲間の存在、子どもたちと

ナナメ関係を結ぺる大人の存在等々が不可欠の要素となるで

あろう。地域での子どもたちの健全な育ちを支援していくた

めに、地域の中にこれらの条件が整備されていくことが切に

望まれる。
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n＝　；i　　t

地域における新しい展開

．特 集．

21世紀
子ども家庭福祉の展望

　　　　　　　　　　　　　やま　がた　ふみ　はる
大阪itT・・Z大学蜘科学部助搬山縣文治

　1．求められる社会福祉施設の個性化

　社会福↑ll：基礎構造改ei／tの故，kの［／1i標は、利川者と

サービス提供者との聞に対等な関係を構築すること

であった。これを改革では「利用者本付：の‖i［1度」と

表現していた。利川者本位の制度にするための提案

が、①措概制度の廃【1二による選択制の導入、②選択

をll∫能にするサービスのほ的整備、③選択に資する

情報提供制度、④選択を支える成年後見制度やゴ也域

福祉権利擁護事業などの利用援助事業、⑤サービス

の質を保障するための第3者委貝制度や運営適il：化

委貝会などの苦情処理システム、などである。

　このうち、最大のポイントが第1の措置制度の廃

1ヒである、、児・W：福祉分野では、1997年の改1丁1ですで

に保育i弄の措置1聞度が廃止となっていたが、このた

びの改止で、新たに母子生活支援施設とU》産施設で

の廃1ヒが決定した、，社会福制：施設の基本的i渕度であ

った措置制度が、今や、逆に少数派の制度となって

しまった、，障害者施設の摺概制度が廃ILされると、

措慣制度は、生活保護施設と、児敢福制：施設のうち

従来より児並相談所が窓川となっていた施設だけに

なったといってもいいほどの状況となった。

　多くの児童編祉施設では措置制度が維持されるこ

ととなったが、このことは、措置制度であることの

意義について、逆に従来以ヒに実践的に示す必要が

あるということを意味している。たとえば、虐待ケ

一 スや保護者への指導を要するケースなど、措置制

度が必要とされる根拠として例示されたケースへの

援助効果を高めること、あるいは利用開始場面およ

び施設運営費において措置制度が維十》されただけ

で、施設運営あるいはサービス実践においては、能

動的権利の保障など、〕「・どもたちのiモ体性を今まで

にもまして尊重した実践を行うことなどである、、

　－Ji、措置制度が廃止された施設に求められてい

る内容についても、措置制度と矛盾しない範囲内で

当然求められることになる，、措置制度下では、サー

ビスの細かい部分まで行政が介人するため、得てし

て均一化した内容となりがちで、規定］［業をどう組

み合わせるかといった部分での佃性化以．ヒは、求め

られることはなかった。それどころか、時には、制

度化されていないものを惜置費を活用して行うこと

については、逸脱とさえみられる傾向もあった。

　規制改革あるいは競争・原理の導人との関係もあっ

て、このような独自の工夫の．一部が、逸脱ではなく、

むしろ個性化あるいは〔1助努力ととらえられる気運

が徐々に高まっている。措置制度の根幹を否定する

ようなものは別として、社会福祉施設であることを

前提とした個性化が求められているということであ

る。企業の単なる商品1駁売競争、あるいは顧客獲得

競争・としての個性化とは異なる、公的社会資源であ

るとの自覚のEに立った個性化である。
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　2．個性化の一つとしての地域活動

　それでは、社会福祉施設として本分を逸脱しない

範川での個性化とはfii∫なのか。そのための方法は、

大きく3つ考えられる。

　第1は、施設内ケアの特化あるいは改善・．1二夫に

よる個性化である、、特化型の例としては、虐待を受

けてきた子どもや不登校児など、心のケアを必要と

するr一ども、あるいは知的能力の低いt：どもや、中

高校生等へのプログラムを強化するなどが考えられ

る“この中には、被虐f寺児f固別対’応職員や心“］｛療言去

担当職貝の配lilfなど、すでに三1‘業化しているものも

ある◇後者’の例としては、児童養護施‘没分ト∬1型自活

訓練i罫業、情緒障害児短却1治療施設における家族療

法」1；※、ノ1・規模児童養護施設イヒなどが考えられる，：

　第2は、従来の人所児とはやや異なる層へのサー

ビスとして、制度化された新．規IP業を積極的に組み

込むことで、事業内容としての個性化を図ることで

ある，、養護系児（i写：福祉力匝設に近年提案されている新

規’1∫業は、．r育て支援短期利川事業（ショートステ

イ、トワイライトステイ）、さらにはYVIb†［福祉法改

lEにより併設型をイメージして新設された児童家庭

支援セン．ターもこれに近い事業である．ttこれらの多

くに共通しているのは、施設本来の業務である措置

児に対するケアのみならず、措置ではない形での地

域サービスあるいはド1．ウ1支援に向けての：1．［業が多い

ということである。

　第3は、制度化されていない独白の事業や、他機

関・他施設の連携‘li：業に梢極的に取り組むことであ

る．t措置児を直接対『象とした事業は、基本的には制

度的に取り組まれるものであり、結果的に、ここで

は、地域型の1∬業や、措概児が杜会貢献する活動な

どが中心となる。社会福祉基礎構1宣改11111：の方向の．’

つは、地域福祉の推進であt）た。このことは、入所

型の社会福祉．施i儂も、地域の社会資源の・つとなる

川界の児巾と肢性

必要性があることを示している。これは、公r白資源

としてより積極的に地域福祉に貢献するということ

でもある。

　以ヒのような個性化の方法を考えたとき、施設の

e：地に合わせた地域活動の展聞が、一’つの道とし

て、社会的に期待されていることがわかる、、これは

第2の方法のように既存の制度を活用した方法、あ

るいは第3の方法のように特定の制度に依拠せずに

行う方法、いずれも考えられる。求められているの

は、地域住民のニーズをベースにした地域が必要と

する施設に向けての展開である。

　3．地域活動の推進

　（1）入所児童の安定の確保

　これからの社会福祉施設において地域活動が重要

であることは、すでに指摘したところであるが、こ

こで問．題となるのが、施設本来のU的に基づく人所

児（措置児）に対するサービスとの関係をどのよう

に考えるかということである，、

　「施設の子どもも、地域のr一どもも分け隔てなく」

というのが、鮫終的な答えとなるのであろうが、個々

のケースを．考えていくと、必ずしもこのような・般

論があてはまらない場合も多い。たとえば、必ずし

も広くない空間に、地域活動により多様な人々が川

人りす．ると、そこを日常的生活の場にしている人所

児竜の生活を不安定にさせることも考えられる。

　ノーマライゼーションの父と呼ばれるニィーリエ

は、①’日のノーマルなリズム、②・週間のノーマ

ルなリズム、③．一年間のノーマルなリズム、④ライ

フサイクルにおけるノーマルな発達経験、⑤ノーマ

ルな個人の尊厳と〔1已決定権、⑥その文化における

ノーマルな性ll勺関係、⑦その社会におけるノーマル

な経済水準とそれを得る権利、⑧その地域における

ノーマルな環境形態と水準、という8つの原理を明
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らかにし、施設においてもこれが実現されるべきこ

とを主張した。

　「施設も、地域の一・貝として特別な存在であるべ

きではない」。このことは、閉鎖的になりがちな施

設への驚鐘ではあるが、施設をまるで公民館のよう

に地域に開放することを求めるものでもない。ニィ

ー リエの主張するように、まさにひたすら「ノーマ

ル」であることを求めるものにすぎない，、当然のこ

とではあるが、入所児の日常生活を脅かすほどの地

域活動は当然否定されるべきである。

　したがって、地域活動の体制を整えるには、まず

第1に、入所児童がそのことに意思に反して巻き込

まれない環境を作らなければならない。とりわけ思

春期の児童については、このことへの．卜分な配慮が

必要である。現状においては、地域活動の空間と入

所児竜の生活空問については、分離が可能な施設も

あるが、必ずしもそうでない施設もある。長期的に

は、居住空間としての地域型のグループホームと、

地域活動空間としての本部空間という姿が望ましい

と考えている。

　ただし、このことは、入所児童が地域活動と隔絶

されるべきであるということを意味するものではな

い。とりわけ、義務教育に総合的学習の時間が灘入

され、福祉と教育の関係が強くなると、児童福祉施

設が教育の場として活用されることも考えられる。

その際、大切なのは、入所児童の主体的意思が常に

尊重されなければならないということである。逆

に、人所児童の地域活動参加については、ノーマラ

イゼーションの原理に照らし合わせても、より積極

的に推進される必要がある。

　（2）地域活動の意義と積極的推進

　社会福祉施設が行う地域活動には、大きく3つの

意義がある。
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　第1は、社会福祉施設を地域福祉の資源として位：

蹴づけ、積極的に地域向けの事業を展開するという

ことである。これは、今日、おそらく社会福制：関係

者の間で最も関心力轍iいもので、かつ実践的にも最

も進んでいるものである。具体的には、子育て支援

短期利用事業や相談事業などの直接的サービス、会

議室の利用や圃庭開放などの施設資源の地域開放サ

ー ビス、施設職貝の技能提供などがあげられる。と

りわけ、最近ではインターネットを活川した相談や

情報ネットワークの構築などでのサービス展閉が、

児童福祉施設でもめざましい。地域住民からは、地

域活動の場として施設への期待が高く、当該施設の

直接的機能とは別の一般地域資源としての位：置づけ

も必要であり、地域編祉の総合的拠点としての整備

が求められるe

　第2は、人所児童のケアの一環としての地域活動

の促進である。前提条件として示してあるように、

子どもたちに強制することは論外であるが、ノーマ

ライゼーションの視点からも、また、子どもの育成

の視点からも、子どもたちが成長の過程において、

地域社会に参加することが必要である。これは、地

域活動というよりも、一人ひとりの子どもあるいは

子ども集団へのケア計画の一環として考えられるべ

きものである。

　第3は、直接的な地域活動というよりも、社会福

祉施設としての存在を再確認する活動ともいうべ

き、情報公開や情報開示による地域からの信頼の獲

得である。社会福祉施設のなかでも、とりわけ児童

福祉施設のほとんどでは、措1置制度が存続すること

となり、サービス利用者や納税者である地域住民に

対して、その内容を明らかにすることが求められ

る。

　これからの杜会福祉施設には、以止のような3つ

の視点を基本とした地域活動の積極的な推進が求め
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図1．保育サービスの展開と今日の事業類型

第1煩型 第2類型 第3類型 第4類型

特別保育H　「保育に欠け

　　ない」　一ズへの対応

特別保育1　「保育に欠け

　　　る」ニーズへの対応

　　第5類型
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r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘

‘一　一　＿　＿　一　一　一　＿　＿　一　＿1

基本保育サービス

られるt．、

　4．おわりに

　保育サービスの性格が、保育に欠ける．∫・どもを対

象にしたサービスから、保育に欠けないJ’・どもも対

象にしたサービスへと拡大したのは、今からおよそ

］5年ほど前である。この保育所の事業拡大の歩みと

．‘1［業内容は、人所型の児．lit福ネll：施設においても大い

に参杉になる．

　現在保育所1ま、基本的な保育サーピ’ス　（ll時問開

所、0歳児保育、保育に欠けるj”どもの保育）に加

え、保育に欠けるr・どもへのヒ乗せのサービス（延

長保育、休II保育など）、保育に欠けないj’・どもへ

の横川しのサービス〔一時保育、地域1’・育て支援セ

ンターなど）という制度内のサービスを組み合わ

せ、さらに、これに地域性を配慮した制度外のサー

ビスを加えて」［業展開をしている、，

　これを図式化すれば、図1のようになる．．この図

のうち、保育に欠けるという言葉を養漫に欠けると

置き換えると、児・‘1］：養※施設、乳り己院、十肖緒障害児

短期治療施i没などの児：竜福祉施；没の展望と令く異な

るものではない、、すなわち、現在の入所児1’i《に対す

る．ヒ乗せのサービスとしての家庭復帰の支援や白IZ

支援サービス、横出しのサービスとしてのショート

ステイやトワイライトステイなどの地域サービスで

ある．施設開放などは、さしずめ地域性を配慮した

制度外サービスということになろう，t個々の児．巾福

祉施設が、地域福祉施設としての位置づけを獲得す

るには、今、白分たちがどのような日標をもち、ど

のようなサ・一ビスを展聞しているのかを明確に意1識

する必要がある。
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キ・・り・・　アカウンタビリティ｛acceuntability）

　本来は、財務会計用語で、アカウンティング（会計）とレ

スポンシビリティ（1責任）の合成語。最近では、行政評価や

公的事業（福祉サービスはこれにあたる）における説明責任

と訳されることが多い。一定の責任を負ったむの函業主）

が、自らの賀任について、利用者や納税者に対して、事業内

容や成果を明確に説明し．事業主黄任を果たすという意味。

福祉サービスは、たとえ社会福祉法人であろうとも公的事業

であり、これが求められる。
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